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はじめに 

 本市では、これまで次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」）及び女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」）に基づき、仕事と家庭生活

の両立支援や、女性職員の能力発揮を促進するための特定事業主行動計画を策定し、計画

的な取組を進めてきました。これらの取組により、職員一人ひとりが働きやすい職場環境

づくりが着実に前進してきたところです。 

近年は、働き方改革の推進や多様性を尊重する社会的機運の高まりを受け、育児・介護

と仕事の両立支援のみならず、性別や障がいの有無にかかわらない活躍の促進、ハラスメ

ント防止、ICT 活用による業務効率化など、庁内の環境整備をさらに進めていくことが求

められています。 

これらの取組は相互に密接に関連しており、個別に推進するのではなく、一体的・横断

的に取り組むことで、より実効性の高い施策の展開が可能となります。また、特定事業主

行動計画と障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」）に基づき策

定する障がい者活躍推進計画は、いずれも職員一人ひとりの多様な事情や特性に配慮し、

働きやすい職場環境を整備することを目的としている点において方向性を同じくしていま

す。 

育児や介護、障がい等に配慮した人事配置や相談体制の充実、職場の理解促進といった

取組は、対象となる職員を限定するものではなく、組織全体の働き方の質を高めるもので

す。 

このため、本市では、これまで別々に策定してきた計画を統合し、ダイバーシティ推進

の観点から一つの総合的な計画として策定することにより、施策の整合性を確保するとと

もに、計画の周知・運用・進捗管理を効率的に行うこととしました。 

これまでの成果と課題を踏まえつつ、育児休業等の取得促進、時間外過勤務の縮減、女

性職員や障がいのある職員を含む多様な人材の活躍推進など、数値目標を定め、本計画の

下で、次世代育成、女性活躍及び障がい者活躍の取組を一体的に推進し、すべての職員が

互いに支え合いながら、持てる能力を最大限に発揮できる職場環境の実現を目指します。 

 

令和 8 年４月 

鴻巣市長 

鴻巣市議会議長 

鴻巣市教育委員会 

鴻巣市選挙管理委員会 

鴻巣市代表監査委員 

鴻巣市農業委員会 
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第１章 計画の目的及び期間 

１ 目的 

（１）次世代育成支援に関すること 

次世代法第７条第１項の規定に基づく行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を

踏まえつつ、職場及び家庭において子育ての意義についての理解が深められ、か

つ、仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員のニーズに即した次世代育

成支援対策を計画的かつ着実に推進することを目的とする。 

（２）女性の職業生活における活躍の推進に関すること 

女性活躍推進法第７条第１項に基づく事業主行動計画策定指針に掲げられた基本的

視点を踏まえつつ、働く場面での女性の活躍を推進することで、女性・男性を問わ

ず働き方改革につなげていくことを目的とする。 

（３）障がい者の活躍推進に関すること 

障害者雇用促進法律第７条の３に基づき、障がい者が安定して継続的に働ける環境

づくりを推進することを目的とする。 

 

 

 

 

２ 計画期間 

 

本計画の期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とする。 

 

なお計画期間内においても、国の動向や計画の進捗状況等に応じて計画を改定します。 

 

【これまでの計画の取組】 

 

平成 20 年度～平成 24 年度  鴻巣市特定事業主行動計画 

平成 28 年度～令和 ２年度  鴻巣市特定事業主行動計画（前期行動計画） 

令和 3 年度～令和 ７年度  鴻巣市特定事業主行動計画（後期行動計画） 

 

令和 ２年度～令和 ６年度  鴻巣市障がい者活躍推進計画  

              ※計画期間を一年延長し本計画に統合 
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３ 計画の推進体制 

本市では、次世代育成支援、女性活躍の推進、障がい者の活躍推進に向けて全庁的に取り

組むため、各任命権者が連名で計画を策定し、互いに連携を図りながら一体的に推進しま

す。 

 

任命権者                           障害者雇用推進者※ 

鴻巣市長（市長部局） ——————————————— 総務部長 

鴻巣市議会議長（議会事務局） ——————————— 議会事務局長 

鴻巣市教育委員会（教育委員会） —————————— 教育部長 

鴻巣市選挙管理委員会（選挙管理委員会事務局） ——— 事務局長 

鴻巣市代表監査委員（監査委員事務局） ——————— 事務局長 

鴻巣市農業委員会（農業委員会事務局） ——————— 事務局長 

 

※障害者雇用促進法第 78 条第１項の規定に基づき任命権者ごとに障がい者雇用等を円滑に実施する責任者に位置付け

ます 

 

（１）相談及び情報提供 

鴻巣市特定事業主行動計画（以下「計画」という。）に関する相談窓口は、職員課

とし、合わせて所属長をはじめとする職員に対し、啓発資料の作成・掲示・配布を

行うほか、各種研修等での活用等を行うことにより、計画の内容についての情報提

供を行う。 

 

（２）計画の進捗管理 

目標数値の把握は職員課で行い、その結果や職員からの要望などを踏まえて、

PDCA サイクルにより課題の検討や計画の見直しを行う。 

 

（３）周知・公表 

   計画の策定や改定について、庁内掲示板を通じて全ての職員に周知するとともに、

数値目標の達成状況について市のホームページに掲載して公表します。 
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４ 現状と課題 

前計画（後期計画期間：令和３年度～令和７年度）の数値目標に対する達成状況は次の

とおりです。 

 

（１）出生、子育てに係る休暇の取得促進 

【目標】 令和７年度末までに、配偶者等の出産休暇の取得率を 100％に、子の養育休暇の

取得率を 30％以上とする 

目標項目 
前期計画期間 後期計画期間 

目標値 
H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

配偶者等の 

出産休暇 
80.0％ 85.7％ 85.7％ 54.5％ 63.6％ 40.0％ 70.5％ 66.7％ 58.3％ 69.2％ 100.0％ 

子の養育休暇 20.0％ 0.0％ 7.1％ 18.2％ 9.1％ 30.0％ 29.4％ 33.3％ 28.0％ 17.2％ 30.0％以上  

 

【結果】未達成 

配偶者等の出産休暇の取得率については、当初の数値より増加した年度もありましたが目

標値である 100％は達成できていない状況です。子の養育休暇の取得率については、後期

計画期間においては目標値を上回る年度もありました。引き続き、制度の周知が必要であ

ると考えます。 

 

（２）育児休業等を取得しやすい環境整備等（女性が継続勤務しやすい環境整備等） 

【目標】育児休業の取得率については、女性職員については 100％を維持し、男性職員に

ついては令和 7 年度末までに取得率 20%とする 

目標項目 
前期計画期間 後期計画期間 

目標値 
H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

女性職員 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

男性職員 0.0％ 0.0％ 0.0％ 9.0％ 9.1％ 10.0％ 35.2％ 75.0％ 83.3％ 100.0％ 20.0％ 

 

【結果】達成 

女性職員の育児休業取得率は全計画期間において 100％を維持しています。男性職員の育

児休業取得率については、後期計画期間において取得率が大幅に伸び、令和４年度に目標

値の 20％を超え 35.2％となり、令和７年度には 100％に達しました。 
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（３）時間外勤務の縮減 

【目標】令和 7 年度末までに、年間 360 時間を超える時間外勤務を行う職員の数を 10 人

以下にする。 

目標項目 
前期計画期間 後期計画期間 

目標値 
H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

年間 360 時間 

超えの職員数 
35 人 15 人 20 人 25 人 41 人 38 人 48 人 45 人 43 人 42 人 10 人以下 

 

【結果】未達成 

令和４年度以降、毎年度 40 人以上の職員が年間 360 時間を超える時間外勤務をしている

状況です。ノー残業デイの実施や業務の効率化等の推進により、時間外勤務の縮減に努め

る必要があります。 

 

（４）休暇取得の促進 

【目標】職員 1 人当たりの年次有給休暇の取得日数を対前年比で増加させるよう努め、令

和７年度末までに平均取得日数を 10 日以上とする。 

目標項目 
前期計画期間 後期計画期間 

目標値 
H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

平均取得日数 8.1 日 9.0 日 9.1 日 9.1 日 9.6 日 9.7 日 9.5 日 11.4 日 11.2 日 12.4 日 10 日以上 

 

【結果】達成 

年次有給休暇の平均取得日数は、令和 4 年度までは 10 日を下回る状況が続いていました

が、令和 5 年以降は目標値である 10 日以上を達成しています。 

 

（５）女性職員の配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係 

【目標】令和 7 年度末までに管理的地位にある職員（課長級以上）に占める女性職員の割

合を 20％以上にする。 

目標項目 
前期計画期間 後期計画期間 

目標値 
H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

課長級以上の

女性職員割合 
13.0％ 14.5％ 13.8％ 15.2％ 15.2％ 18.9％ 21.0％ 17.5％ 18.4％ 19.3％ 20％以上 

 

【結果】未達成 

令和４年度に目標値を上回る 21.0％となりましたが、翌年度、退職等により 3.5 ポイント

減少しました。その後、継続して女性職員の管理職登用を進めたことで令和７年度まで増

加傾向が続きましたが、目標値である 20％は達成できていない状況です。 
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本市における障がい者雇用等の状況・課題 

 

障がい者活躍推進計画（令和２年度～令和７年度）の数値目標に対する達成状況は次のと

おりです。 

 

障がい者雇用率の状況 

【目標】市長部局、教育委員会ともに実雇用率 2.6%以上を維持する。 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

法定雇用率 2.5％ 2.6％ 2.6％ 2.6％ 2.8％ 2.8％ 

市長部局 3.08％ 2.92％ 2.69％ 3.06％ 3.04％ 3.07％ 

教育委員会 3.82％ 4.03％ 4.23％ 4.14％ 6.76％ 3.95％ 

【結果】達成 

各年度６月１日現在の障がい者の実雇用率は法定雇用率を達成している状況ですが、令和

8 年 7 月には法定雇用率が 3.0％に引き上げられることや、今後退職を迎える障がいのある

職員を補充するため、計画的に障がい者を採用していく必要があります。 

また、本市では、直近 10 年間に障がい者枠で採用された職員に退職者はいないため、職

場定着率は 100％となっていますが、障がい者の活躍を推進していくために、引き続き、

障がいのある職員が安心して働ける職場環境づくりに努めます。 
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第２章 具体的内容（取組内容・数値目標・実施時期） 

 

１ 妊娠中及び出産後における配慮 

（１）職員課は、母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度

や出産費用の給付等の経済的支援措置を掲載した「職員の子育て支援の手引」につ

いて電子掲示板等により周知を行うとともに、子育てをする職員に対し、子育て支

援制度に関する個別相談や質問に対応する。 

（２）所属長は、妊娠中及び出産後１年未満の女性職員について、健康管理及び安全への

配慮から必要に応じて業務分担の見直しを行う。 

（３）所属長は、妊娠中及び出産後１年未満の女性職員に対しては、本人の希望に応じ

て、原則として時間外勤務を命じないこととする。 

（４）妊娠中の職員が、医師等からの指導により通勤緩和等の申し出を行った場合、母性

健康管理の観点から、時差勤務や在宅での勤務（テレワーク）を実施することがで

きるものとする。 

 

２ 出生、子育てに係る休暇の取得促進          

（１）所属長は、職員の配偶者の妊娠を把握したら「育児に関する休暇等取得意向確認シ

ート」を使用し、対象職員への制度案内及び休暇等の取得意向を確認するために面

談を行うこととする。 

（２）所属長は、職員が配偶者等の出産時に休暇を取得できるよう職場内での協力体制 

を整えるものとする。 

・配偶者等の出産休暇 ２日 

（配偶者等の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合） 

・子の養育休暇（育児参加休暇） ５日 

（配偶者等の出産予定日の 6 週間（多胎妊娠の場合にあっては１４週間）前の日か

ら当該出産の１年後の期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に

達するまでの子を養育するための休暇） 

 

 

 

 

 

【目標】 令和１２年度末までに、配偶者等の出産休暇の取得率を１００％に、

子の養育休暇の取得率を３０％以上とする。 

女性活躍推進 次世代育成支援 

女性活躍推進 次世代育成支援 
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３ 育児休業等を取得しやすい（女性が継続勤務しやすい）環境整備等 

（１）育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成 

ア ３歳未満の子を養育する職員を対象に育児休業等の計画的な取得を推進するため、

参考例を紹介するなど育児参加に関する情報提供に努める。 

イ 育児休業の申出があった場合、所属長は当該部署において業務分担の見直しを行う

ものとする。 

ウ 出産を控える配偶者のいる職員について、各種両立支援制度（育児休業、配偶者の

出産休暇、子の養育休暇）の積極的な活用促進を図る。 

（２）育児休業等を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

ア 育児休業中の職員に対して、休業期間中の通知等の送付等を行う。 

イ 所属長及び職員課は、育児休業中の職員及び職場復帰した職員に対し円滑な職場復

帰のための個別の相談や質問に対応する。 

ウ 育児休業中の職員の情報共有及び利便性の向上を図るため、自宅のパソコンやスマ

ートフォンから電子掲示板を閲覧できるようにする。 

（３）育児休業等に伴う代替職員の活用 

部課内の人員配置等では育児休業中の職員の業務を遂行することが困難な場合は、

会計年度任用職員等の活用を含め、適切な代替職員の確保に努める。 

（４）介護離職等を防ぐための環境整備 

ア 職員課は「仕事と介護の両立支援の手引」について、電子掲示板等により周知を行

うとともに、介護制度に関する個別相談や質問に対応する。 

イ 所属長は職員から申出があった場合に「介護に関する休暇等取得意向確認シート」

を使用し、対象職員への制度案内及び介護休暇等の取得意向を確認するための面談

を行う。 

ウ 所属長は、必要に応じて、当該部署において業務分担の見直しを行うとともに、介

護休暇中の職員及び職場復帰した職員に対し、円滑な職場復帰を支援する。 

（５）不妊治療を受けやすい職場環境の醸成 

不妊治療に関する意識啓発を通じ不妊治療休暇の周知や、働きながら不妊治療を受

けやすい職場環境の醸成を図る。 

 

 

 

 

 

  

【目標】 育児休業の取得率について、女性職員、男性職員ともに１００％を維

持する。 

女性活躍推進 次世代育成支援 
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４ 時間外勤務の縮減 

 

（１）小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限

について、制度の周知徹底を図る。 

（２）一斉定時退庁日（ノー残業デイ）等を実施 

ア 定時退庁日（毎週水曜日）には、電子掲示板等によるノー残業デイの通知を行

い、定時退庁の徹底を図る。 

イ 毎月ノー残業週間を設定し、当該期間の定時退庁に努める。 

ウ 所属長は、職員に対し定時退庁を促すとともに、勤務時間外の会議や打合せを

控えるなど職員が定時退庁しやすい環境づくりに努める。 

エ 定時退庁ができない職員が多い部署の所属長に対して、ヒアリングを行い、要

因を把握し解決に努める。 

（３）ICT 技術等の活用により働き方改革を推進 

ア 所属長を中心に業務の見直しを行い、AI・RPA を活用した定型業務の効率化を

推進する。 

イ 育児、介護等の事情がある職員が仕事及び生活の両立を図りながら効率的に働

くことができることから、鴻巣市職員テレワーク実施要領に基づきテレワーク

を推進する。 

ウ 会議や研修等に関する資料については、モバイルパソコンを活用することによ

り、資料印刷や製本に係る負担の軽減と業務の効率化を図る。 

エ 定例的・恒常的な業務に係る事務処理については、マニュアルの作成等により

業務の効率化を図る。 

オ 職員課は、時間外勤務が多い部署の所属長からヒアリングを行い、必要に応じ

て指導を行うなど、時間外勤務縮減の対応に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】 令和１２年度末までに、職員 1 人あたりの時間外勤務の１月平均時間

数を１０時間以下とする。 

女性活躍推進 次世代育成支援 障がい者活躍推進 
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５ 休暇取得の促進 

（１）年次有給休暇の取得促進 

ア 職員は、年次有給休暇取得計画表を活用し計画的に同休暇の取得を図る。 

イ 所属長は、部下の年次有給休暇の取得状況を把握し、計画的な取得について指

導する。 

ウ 年次有給休暇の取得推進月間を設け、取得促進を図る。 

エ 職員が安心して年次有給休暇を取得できるよう、業務において相互応援ができ

る体制を整備する。 

（２）連続休暇等の取得促進 

ア ゴールデンウイークや子どもの春休み、夏休み、冬休み等に合わせ、年次有給

休暇の取得促進を図る。 

イ 勤続２０年、３０年のリフレッシュ休暇の取得促進を図る。 

ウ ゴールデンウイークやお盆期間における公式会議の開催を避ける。 

（３）子の看護等休暇の取得促進 

中学校就学の始期に達するまでの子どもの看護等（予防接種や学校行事への参加）

の場合に、５日の範囲内で子の看護等休暇が取得できることから、当該休暇の取得

促進に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】 職員 1 人当たりの年次有給休暇の取得日数を対前年比で増加させるよ

う努め、令和１２年度末までに平均取得日数を１３日以上とする。 

女性活躍推進 次世代育成支援 障がい者活躍推進 
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６ 女性職員の配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係 

（１）育児等の女性職員の状況に配慮した人事運用 

ア 出産、子育て等、女性職員の個々の事情に応じて、柔軟な人事運用を行う。 

イ 主査級、副課長級、課長級の各役職段階における人材の確保を念頭においた人

材育成を行う。 

（２）女性職員のキャリア形成の支援・登用 

ア 女性職員を対象とするキャリア形成のための研修会の実施や外部研修（人づく

り広域連合、埼玉県、自治大学校等）への派遣を積極的に行う。 

イ 男女共同参画社会の実現に向け、女性職員が多様な経験を積むとともに、より

一層その能力を発揮できるよう積極的な登用に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】 令和１２年度末までに、管理的地位にある職員（課長級以上）に占め

る女性職員の割合を２０％以上にする。 

女性活躍推進 
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７ 障がい者の活躍推進 

（１）職員の採用等の人事管理 

ア 募集に当たっては、特定の障がいに限定せず、広く募集を行う。 

イ 障がい者雇用の推進のため、年齢要件等の募集要件を拡大や多様な任用形態で

の採用を検討する。 

ウ 採用等を行うに当たっては、厚生労働省が示している「障害者差別禁止指針」

及び「合理的配慮指針」等を十分に踏まえて、障がい者からの要望を確認し、

合理的な配慮を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）障がい理解の促進 

全職員を対象として、人権研修の場面を活用し、障がいへの理解・配慮に係る内容

を盛り込んだ研修を実施する。また、新規採用職員に対して障害者差別解消法に係

る研修を実施する。 

 

（３）障がい者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

ア 障がいのある新規採用職員については、配置に当たり障がいの特性や能力、希

望等を踏まえ、本人に適した業務等を確認するためのヒアリングを行う。ま

た、必要に応じて産業医の意見を聴取する。 

イ 年１回実施している自己申告書において、職員の障がい特性や能力、希望等を

把握し、必要に応じて面談を行うとともに、業務との適切なマッチングを図

る。 

 

（４）相談体制 

ア 職員課に「障害者職業生活相談員」を配置し、障がいのある職員からの相談を

受ける窓口を設置し、他の機関からの相談についても横断的に受け付ける。 

イ 障害者職業生活相談員は、障がいへの理解を深めるため、ハローワーク等が実

施する研修を受講するように努める。 

ウ 障がい者雇用に当たっては、埼玉労働局障害者雇用対策課、ハローワーク大

宮・行田等の外部関係機関と協力・連携を図る。 

【目標】法定雇用率を達成する。 （各年６月１日時点） 

障がい者活躍推進 
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〈評価方法〉 毎年の任免状況通報の時期に、人事記録等を元に前年度採用者の定着状況

の把握・進捗管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

〈評価方法〉 毎年度実施している自己申告書により把握・進捗管理を行います。 

 

（５）職場環境の整備 

ア 所属長は、鴻巣市職員人事評価実施要領に基づく期首面談、期末面談の際等に

障がいの特性や能力、希望等を把握するように努め、業務目標の設定等につい

ても合理的配慮の提供を行う。 

イ 障がいの特性に配慮したハード面（多目的トイレ、スロープ、エレベーター、

休憩室、通路幅の確保等）の整備を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

〈評価方法〉障がいのある職員を対象に実施する「職場環境等に関するアンケート」の総

合評価において、『そう思う』『どちらかというとそう思う』と回答した職員の割合を満足

度と捉えます。 

 

 

 

 

 

【定着に関する目標】 

障がいのある職員について、不本意な離職者を生じさせない。 

【満足度に関する目標】 アンケートでの総合評価で前年度の満足度の割合を上

回る。 

【キャリア形成に関する目標】 

障がい者の特性に配慮し、本人の希望を踏まえつつ、他の職員と同様にキャリア

アップに繋がる実務経験を積むことができる配置転換や研修等を実施する。 
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８ その他の取組 

（１）固定的な性別役割分担意識等の是正 

ア 男女雇用機会均等法や令和２年６月１日に施行された改正労働施策総合推進

法、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関

して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５

号）等に基づく必要な措置として、職員がその能力を十分に発揮できるような

環境を確保するため、様々なハラスメントの防止及び排除に関し、ハラスメン

ト研修を実施するとともに、相談体制の充実を図る。  

イ 啓発資料の配布や研修等を通じて男女共同参画の推進に努める。 

ウ 多様な性自認・性的指向に対する取組 

本市では、性的少数者（LGBT）のカップルを自治体が公的に認める「パート

ナーシップ宣誓制度」を導入しており、宣誓者に対して、令和２年１２月から

結婚休暇等の取得が認められている。今後も啓発資料の配布や研修等を実施

し、多様な性自認・性的指向に関する正しい知識と理解を深め、性的少数者に

対する支援や配慮ができる環境づくりに努める。 

※「固定的な性別役割分担意識」とは、男女を問わず個人の能力等によって役

割を決めることが適当であるにも関わらず、「男は仕事・女は家庭」、「男性は主

要な業務・女性は補助的業務」等のように、男性、女性という性別を理由とし

て、役割を固定的に分ける考え方のこと。 

 

（２）その他の次世代育成支援対策に関する環境整備 

ア 子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう地域住民等の自主的な

防犯活動、青少年健全育成活動等への職員の参加を促す。 

イ 所属長は職員が子育てに関する地域活動等へ積極的に参加できるよう環境整備

に努める。 

ウ 親子で参加できる福利厚生事業を実施する。 

 

（３）優先調達の促進等 

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」に基づ

く障害者就労施設等への発注等を通じて、障がい者の活躍の拡大を推進する。 
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おわりに 

この計画を実効性のあるものとするためには、すべての職員が本計画の目的を理解し、

職員一人ひとりが本計画の取組を着実に実践していくことが必要です。 

また、各職場においては、職員の能力を最大値に発揮できる働きやすい職場環境づくり

が重要であり、そうした職場環境の中で仕事に取り組むことは市民サービスの向上にもつ

ながると考えます。 

次世代育成、女性活躍推進、障がい者活躍推進の推進に資する取組であれば、本計画に

明記されているかを問わず積極に実践し、働きやすい職場づくりに取り組んでいきましょ

う。 

 

 

＜「がい」の字について＞ 

本計画では、障がいや障がい者など、「害」の字ではなく「がい」の字を用いていま

す。 

なお、法律名や事業名等の決まった名称のあるものは、「害」の字を用いているところ

もあります。 
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